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第１ 基本的事項 

 

（１）新型コロナウイルスにおける国内外の状況  

令和２年４月７日現在の厚生労働省の発表によると国内外における感染者は、

１，３１５，３４４名（死者７３，６４８名）となっており、欧米各国では爆発

的な感染拡大が発生している。一方、国内感染者数はクルーズ船を含め４，６１

８名（死者９１名）となっており、大都市圏を中心に感染拡大の状況が見られ、

政府は令和２年４月７日、中津市に隣接する福岡県を含めた７都府県に「緊急事

態宣言」を発令するに至った。大分県においても、３月３日に感染者が確認され、

小規模な集団感染も確認されており、更なる感染拡大防止対策の徹底を呼びかけ

ている。 

中津市においては、令和２年２月２６日「中津市新型コロナウイルス感染症対

策本部（以下「対策本部」という。）」を設置し、必要な対策を行っているとこ

ろである。 

 

（２）計画の位置付け 

中津市では、中津市新型インフルエンザ等対策行動計画を基本に、中津市地域

防災計画及び中津市業務継続計画（大規模災害時ＢＣＰ）を活用しつつ、新型コ

ロナウイルスへ対応中であるが、対応業務の優先順位は自然災害と異なる部分も

あるため、新型コロナウイルスに対する業務継続計画を暫定的に定めるものであ

る。 
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第２ 業務継続計画の基本的な考え方  

 

（１）計画の目的 

本計画は、新型コロナウイルスにより、市職員に感染等による出勤困難者が発

生した場合において、市民の生命と健康を守り、市民生活に必要な行政サービス

を継続して提供するため、次の事項を主な目的として策定する。  

＜目的１＞ 

新型コロナウイルスによる感染症から市民の生命と健康を守るため、感

染拡大防止策を徹底する。  

 

＜目的２＞ 

 市民生活に必要不可欠な行政サービスを維持する。  

 

＜目的３＞ 

 市の業務を継続するために必要な体制を整える。  

（庁舎施設内、市管理施設内の感染防止、職員の安全確保）  

 

（２）業務継続の基本方針 

 本計画の目的を達成するため、次の方針に基づき業務を継続する。  

＜方針１＞ 

 市民の生命と健康を守り、市民生活を維持するために必要不可欠な業務

（非常時優先業務）を継続する。  

 

＜方針２＞ 

 通常業務の一部を中断し、非常時優先業務に職員を重点的に配置し、業

務の継続を図る。 

 

＜方針３＞ 

 感染拡大防止のため、必要な施設の利用範囲を縮小または閉鎖し、不特

定多数の者が集まるイベント・集会等の行事を縮小（延期）または中止す

る。 

 また、市民及び事業者等に対して不要不急の 外出やイベント・集会等

の自粛を呼びかけ、感染拡大防止に努める。  

 

＜方針４＞ 

 職員の出勤状況により、本計画を弾力的に運用する。  

 

＜方針５＞ 

 大流行時には、高齢者 ・障がい者等の要配慮者に対する配慮に最大限

留意する。 

 

（３）業務継続計画の対象 

 本計画の対象となる機関は、全部局とする。 

 ただし、各施設を有する部局については、本計画を基に、施設ごとの業務継続

体制の確保に努めていくこととする。  
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第３ 非常時優先業務 

 

 新型コロナウイルスにより、市職員に感染等による出勤困難者発生時の人的資源

が制約された状況で業務を継続するためには、非常時優先業務を特定しておく必要

がある。 

 新型コロナウイルスが発生した場合には、通常業務に加えて緊急対応業務を実施

する。 

 また、各課（局・室）の行う通常業務のうち、市民生活に必要不可欠な業務を非

常時優先業務として継続し、感染拡大に繋がる恐れのある業務を一時的に中断する。 

 なお、優先度に応じて市の行う業務を次のとおり区分する。  

 

【業務区分Ａ】 … 緊急対応業務、継続業務 

（緊急対応業務） 

◎新型コロナウイルス感染者発生時に、応急的に対応するため、新たに発  

生する業務 

（例）  

・市民、関係機関等への発生状況、感染予防策等の最新情報の提供

（外国語含む） 

・主管課業務に関する問い合わせへの対応  

・職員、家族への感染予防策の周知  

・各職場で職員の出勤状況の把握、人事担当課への報告  

・市所管の施設の閉鎖及びその周知  

（継続業務） 

◎上記業務のほか、市民の生命を守り、市民生活を維持するために中断す  

ることができない業務（応援体制により継続する業務）  

（例） 

・市民の生命を守るために必要な業務  

・市民生活を維持するために必要な業務  

・市の基盤維持に関する業務  

・中断すると法令違反となる業務  

 

【業務区分Ｂ】 … 縮小（延期）業務 

◎市内で発生した場合、感染拡大防止のめ縮小（延期） することが適切な 

業務（継続、中止以外の業務）で、人員体制を縮小して実施しても市民  

生活等に与える影響が比較的少ない業務（応援体制は必要ない業務）  

    

※縮小（延期）業務は、出勤困難な職員の発生状況に応じて段階的に

中断の措置をとる。 

※市内での新型コロナウイルス発生時には、対策本部の決定に基づき、

順次業務を中断し、各課の職員（非常勤職員を含む。）が概ね４０％

以上出勤困難となった場合には、すべての縮小（延期）業務を原則

中断し、非常時優先業務の実施に専念する。  

 

【業務区分Ｃ】 … 中止業務 

◎感染拡大防止のため、人が集まる機会を減らすことを目的とし、積極的  

に中止（中断）することが適切な業務（既に行っているものを含む）  
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業務実施区分の概念 
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第４ 非常時優先業務の実施に向けた対策  

 

（１） 業務の運用 

①  市内で新型コロナウイルスが発症した場合には、職員及び職員の家族等が感

染することによって、出勤困難な職員が発生することが想定される。  

②  一方で非常時優先業務（業務区分Ａ…「緊急対応業務」及び「継続業務」）

は、職員の出勤状況にかかわらず、継続して実施しなければならない。（た

だし、「継続業務」のうち法令に基づき実施している業務は、国や県から申

請・処理の延長等の方針が示された場合には、その方針に基づき実施する。）  

③  非常時優先業務を継続するため、縮小（延期）業務（業務区分Ｂ）及び中止

業務（業務区分Ｃ）を中断し、中断した業務に従事していた職員を応援職員

として非常時優先業務に再配置する。  

④  小康期に入った場合は、緊急対応業務を縮小し、縮小（延期）業務（業務区

分Ｂ）、中止業務（業務区分Ｃ）の順に再開する。 

⑤  業務の中断・再開の判断は、新型コロナウイルスの感染状況、社会的状況、

職員の出勤状況等を総合的に勘案して、対策本部で決定する。  

⑥  自然災害も同時期に発生することもあるため、大規模自然災害時ＢＣＰに沿

った災害対応業務との並行運用も想定される。 

 

（２） 人員配置計画 

①  新型コロナウイルスの感染状況によっては、各部（局・課・室）において人

員の不足や余剰の状況にばらつきが生じ得るため、各部（局・課・室）は、

非常時優先業務の実施に必要な人員が不足した場合には、「課（局・室）内

→部内→部間」の順で応援職員を配置する。  

②  人員の配置にあたっては原則として、課（局・室）内の配置は当該課（局・

室）で、部内の配置は当該部で決定し、他部からの応援職員が必要な場合は、

総務対策部へ要請する。  

③  各部（局・課・室）の施設の閉鎖等により余剰となった職員は、総務対策部

の指示により、主に次の職務に従事する。  

ア．非常時優先業務を実施する各課（局・課・室）で人員が不足した場合  

に、応援職員として従事する。  

イ．非常時応援要員として本部事務局等の業務に従事する。  

ウ．在宅高齢者及び障がい者等の要配慮者に対する必要な支援業務に従事  

する。 

④  学校職員は、学校長の指示に基づき学校の管理を行い、他部署への応援職員

としないため、人員配置計画の対象外とする。  

⑤  より実効性の高い人員配置を実施するため、職員の配置にあたっては職種・

資格・職歴等に関するリストを整備し参照する。  
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第５ 業務継続のための体制 

 

（１） 対策本部の構成と役割 

対策本部の構成と役割は次のとおりとする。  

 （構成） 

   現行の対策本部のとおりとする。ただし、出水期（６月から１０月）及

び災害発生時（発生のおそれがある場合を含む。）は、地域医療対策課長を

総務対策部の総括班長にあてる。 

 （役割） 

①  全庁的な情報共有体制の確立及び情報収集  

②  市民及び関係機関への情報提供  

③  業務継続計画の発動と停止の指示  

④  業務の中断、再開の指示  

⑤  非常時優先業務への職員の再配置指示  

⑥  市民への外出自粛等の感染予防施策実施の要請  

⑦  事業者への事業活動の自粛要請  

⑧  職員への感染予防の周知  

⑨  その他本部長の指示する事項  

 

（２） 応援体制 

市内で感染者が発生した以降、市民の相談対応・不断の情報収集等、必要に応

じ平日・祝休日及び夜間においても対応が必要な各対策部に対応職員を配置する。 

 

（３） 計画の発動 

   本計画の発動は、感染者、濃厚接触者、子供の保育及び家族の看護等により職

員（非常勤職員を含む。）の４０％以上が出勤困難となる課等が発生した場合、

対策本部会議に諮り、本部長の指示により発動する。   

   状況により、本部長の指示に基づき発動できるものとする。  

 

（４） 指揮命令系統の確保 

  意思決定権者である管理職が罹患した場合等で出勤不能となった場合の代行

者は次のとおりとする。  

①  本部長：市長 ⇒ 副市長 ⇒ 参与⇒ 総務部長 

②  対策部長：あらかじめ対策部長が指定する課長  

③  各班長 ：あらかじめ各班長が指定する者  

 

（５） 情報連絡体制 

（５）－１ 職員への連絡体制  

  （対策本部における決定事項）  

①  各部（局・課・室）を通じて職員に伝達する。  

②  指定管理者、委託業者等への情報連絡は主管課が行う。  

   （県等からの通知・連絡事項）  

①  県、医療機関、警察、消防等からの新型コロナウイルスに関する通知

又は連絡を受けた各部（局・課・室）は防災危機管理課（ただし、出

水期（６月から１０月）及び災害発生時（発生のおそれがある場合を

含む。）にあっては、地域医療対策課）に情報提供する。 

②  防災危機管理課（ただし、出水期（６月から１０月）及び災害発生時
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（発生のおそれがある場合を含む。）にあっては、地域医療対策課）

は、対策本部へ報告し、必要に応じて各部（課）を通じて職員に伝達

する。 

   （県等への回答・連絡事項）  

①  県、医療機関、警察、消防等への新型コロナウイルスに関する回答又

は連絡は当該課で行うとともに防災危機管理課に情報提供する。  

②  防災危管理課（ただし、出水期（６月から１０月）及び災害発生時（発

生のおそれがある場合を含む。）にあっては、地域医療対策課）は、

対策本部へ報告し、必要に応じて各部（局・課・室）を通じて職員に

伝達する。 

   （新型コロナウイルスに関し各課が作成した通知等）  

①  新型コロナウイルスに関し各課が作成した通知等は、防災危機管理課

に情報提供する。 

②  情報提供を受けた防災危機管理課（ただし、出水期（６月から１０月）

及び災害発生時（発生のおそれがある場合を含む。）にあっては、地

域医療対策課）は、対策本部に報告し、必要に応じ各部（局・課・室）

を通じて職員に伝達する。  

   （内部情報システム掲示板等の活用）  

      新型コロナウイルスに関する対策本部の決定事項、市民や市施設利用

者等に対し掲示するポスター原稿等は、内部情報システムの掲示板又は

共有フォルダを通じ迅速に情報を共有する。  

 

（５）－２ 市民への情報提供  

  （５）－２－１ 情報提供の内容 

① 新型コロナウイルス感染者発生時には、市民一人ひとりが正確な情報に

基づき行動することが感染拡大の防止に繋がるため、市は、感染の状況

や感染予防に関する最新の情報を県及び関係機関と連携し、市民に迅速

かつ的確に情報提供するとともに、不要不急の外出を自粛する等の呼び

かけを行い、感染の拡大防止に努める。  

    ② 市が実施する対策、施設の閉鎖、中断する業務等についても適切に情

報提供を行い、市民生活の混乱防止に努める。  

 （５）－２－２ 情報発信の手段 

①  市民への情報提供は、市ホームページ・なかつメール・ＣＡＴＶ・市施

設へのポスター等の掲示・報道機関への情報提供等を用い、効果的な情

報提供に努める。 

②  外国人や障がい者等の要配慮者に対しては、提供情報の外国語翻訳版を

同時に発信するとともに、福祉関係機関と連携し情報の必達に努め情報

格差の発生防止に努める。  

（５）－２－３ 電話相談の受付  

①  新型コロナウイルス感染者発生時の市民からの予防や症状への対応な

ど、専門的な相談・質問に対しては、健康づくり推進課で対応する。  

②  施設の閉鎖、イベントの休止、業務の中断に伴う申請等の相談について

は、各主管課（局・課・室）で対応する。  

③  状況により、総合相談窓口を設置し、市民等の相談に対し、ワンストッ

プでの対応に努める。 
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（６） 報道機関への対応 

①  報道機関に対する市内の感染状況や市の対応方針、対応状況等については、

必要と判断する都度、秘書広報課が対応する。  

②  情報提供にあたっては、患者や家族等の個人情報の守秘に最大限留意しつつ、

市民の不安を除去できるよう努めて正確な情報発信に努める。  
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第６ 人員の確保 

 

（１）出勤状況の確認及び感染拡大防止対策 

 （１）－１ 出勤確認の方法  

   ①臨時休校により、子供の保育等の理由で出勤できない日が事前に判明し

ている職員の場合、 

  ア．職員は、庶務事務システム（その他休暇「その他（全日）」にて申  

請）により所属長に願い出ること。  

 イ．臨時的任用職員、会計年度任用職員は、年次休暇承認願様式を所

属長に願い出ること。 

 ウ．所属長は、人事担当課へ連絡すること。  

②感染等により、出勤できない職員が発生した場合  

ア．職員自身又はその家族が、所属長に対して電話等により８時３０

分までに連絡し、職員自身の健康状態、家族の健康状態等を通知

するとともに復帰の目途について連絡する。  

イ．連絡時間までに連絡なく登庁しない職員については、該当課（局・

課・室）の職員が電話等により、欠勤の理由、健康状態、家族の

状況等を聞き取り新型コロナウイルスに起因するものについては、

復帰の目途を確認する。  

ウ．各課（局・課・室）は職員の出勤状況について毎日８時４５分ま

でに集計し、発熱又は濃厚接触者となったことにより休暇取得す

る職員が発生した場合は人事担当課へ報告する。  

  ③出勤（予定を含む。）状況を集計した人事担当課はメール等により本部長

及び副本部長並びに各対策部長に報告する。  

（１）－２ 在宅勤務の実施 

   職員のうち、基礎疾患を持つ職員、妊婦は健康管理の観点から期間を定

めての在宅勤務を推進する。  

（１）－３ 時差出勤の実施 

  ① 感染リスクを低減するため、公共交通機関を利用して通勤する職員のう

ち、所属長が業務遂行上支障がないと認める者で、本人が申し出た場合、

期間を定め時差出勤を行うことができることとする。 

  ② 人事担当課長は、必要と認めた場合は、対策本部長の承認を得て公共交

通機関を利用して通勤する職員に対して時差出勤を促す。  

  ③ 感染リスクを低減するため、感染拡大の状況に応じて、上記①②以外の

対応として、職員の出勤について、消防の職員など一部を除く職員を対

象に、期間を定め全体を２班に分けた体制を検討する。出勤する職員は

５割程度となるが、必要に応じて職員数を調整し、通常業務を維持する。 

（１）－３ 土日出勤の実施 

  ① 感染リスクを低減するため、感染拡大状況に応じて保育士らを除く全職

員について、期間を定め土日出勤を促進し、開庁日の出勤者数を減らす。 

② 土日に職員が出勤しても窓口業務はこれまで通り、原則として対応しない。 

③ 勤務日の割り当ては所属長が各職員の要望などを踏まえて判断する。  

 

 （２）職員の再配置 

   人事担当課長は、各対策部長の要請により、人員が不足する部署への職員の

再配置を検討し、対策本部長の承認を得て職員の再配置を行うなど業務を継続

できる体制を整備する。  
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第７ 施設の運営等 

 

 （１）市役所庁舎内における措置事項 

  （１）－１ 庁舎内での感染予防・感染拡大防止策  

         庁舎内で来庁者及び職員が感染する可能性を低減し、可能な限り感染を

防止する対策を実施する必要があることから、庁舎内での感染予防・感染

拡大防止策を次のように定める。  

①  各課（局・課・室）は毎日、朝・昼及び適宜の時期に課（局・課・室）

内の電話、カウンター、個人の机等の消毒のため清拭を実施する。 な

お、清拭のために使用した廃棄物は、適正に管理し処分する。  

②  手洗い・手指消毒の徹底及び努めて職員のマスク着用  

③  各課（局・課・室）は可能な限り、来庁者用マスク及び手指消毒液を

配置し、来庁者への利用を要請する。  

④  職員の感染者が発生した場合、北部保健所の助言に基づき、必要な範

囲の消毒を実施する。 

⑤  職員の感染者が多数発生したことにより、市役所本庁舎及び上下水道

部等の出先機関における業務の遂行が困難となった場合は、機能の一

部または全てを支所庁舎等に移行して業務を遂行する。  

  （１）－２ 来庁の制限 

    来庁者が庁舎内で感染しないようにするため、市民等へ不要不急での来庁

の自粛について活用できる全ての広報手段により要請する。  

（１）－３ 庁舎出入口の制限・来庁者立入禁止区域の設定及び動線の区分  

①  出勤困難な職員の発生状況に応じ、段階的に庁舎出入口を閉鎖し、庁舎

出入口を制限するとともに「来庁者立入禁止区域」を設ける。  

②  庁舎出入口の閉鎖については、実施業務の縮小・中止の度合いにより対

策本部会議において決定する。  

③  来庁者立入禁止区域には、「立ち入り禁止」の案内表示とカラーコーン

を設置する。 

（１）－４ 各種申請・相談業務の受付窓口  

①  電話、郵送、電子申請等を活用し、段階的に受付窓口を縮小する。  

②  状況に応じて、１階に窓口を集中して開設することを検討する。  

③  相談業務については、原則、電話対応のみとする。  

   （１）－５ エレベーターの利用制限  

①  エレベーターは、密閉された空間となり、感染拡大の場となる可能性が

高いため、極力使用を制限する。  

②  エレベーター利用者を高齢者、障がい者等の要配慮者とその補助者のみ

とし、それ以外の来庁者には、階段を利用するよう要請する。  

③  案内表示をエレベーター前に掲示し、来庁者に周知する。  

 

（２）市施設（市庁舎以外）における措置事項 

  感染拡大の状況により、施設等の閉鎖を行う。  

  （２）－１ 施設閉鎖した際の体制  

    施設閉鎖後は、当該施設の維持管理要員として１名、電話問合せ対応要員

として１名の計２名を原則常駐させる。その他の職員は、応援が必要な部署

への応援職員とする。 

  （２）－２ 各施設の相談業務  

    原則、電話対応へ切り替える。  
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  （２）－３ 指定管理者、委託事業者への協力要請  

① 施設閉鎖後も継続する必要がある業務（施設の維持管理、電話による  

問い合わせ等）の実施を要請するため、指定管理者及び委託事業者に  

対して、感染予防・感染拡大防止策の徹底とともに業務が確実に遂行  

できる体制を確立するよう要請する。  

② ①以外の業務については、市の方針に基づき、施設を閉鎖するよう要  

請する。 
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第８ 職員の感染予防対策 

 

職員の感染予防のため、新型コロナウイルスに関する基本的な知識を職員及びそ

の家族に周知・徹底するとともに、家族を含め感染しないための対策を実践する。 

 

（１）感染予防対策 

感染予防対策として次の事項の実践を求める。  

① 手洗い、咳エチケット、定期的な換気の徹底   

② 可能な限り、人混み・職場内でのマスクの着用   

③ 不要不急の外出の自粛  

④ 朝の検温、発熱時の出勤自粛   

⑤ 庁舎に入る際の手指消毒の実施   

⑥ エレベーターの使用自粛  

⑦ 緊急事態宣言が発令された都道府県への出張の原則禁止 

 

  （２）職員が感染（疑いを含む）した場合の措置  

   職員が感染した場合（疑いを含む）、職員の所属長等は「第６（１）－１   出

勤確認の方法」に基づき、人事担当課に報告する。  

（２）－１ 感染した疑いがある場合  

① 発熱や咳・くしゃみ等の症状がある職員は、出勤を控え、電話等により

所属長に連絡を行い、療養に専念する。  

② 新型コロナウイルスに関する相談・受診の目安・受信方法は大分県ホー

ムページ・厚生働省ホームページを参照すること。  

③ 当てはまる症状がある場合は、居住地の帰国者・接触者相談センターに

問い合わせを行い、その指示に従う。  

  （２）－２ 職員の感染が明らかになった場合  

    感染が明らかになった職員は、所属長にその結果を報告し、療養に専念す  

る。 

  （２）－３ 出勤の再開 

    新型コロナウイルス検査の結果、陰性判定を受けた職員は所属長に報告し、

人事担当課の承認を得て出勤する。  

 

 （３）職員が濃厚接触者となった場合の措置  

① 濃厚接触者と判定された職員は、感染者との最終接触日から１４日間の出

勤停止とする。 

② 濃厚接触者となった職員は、居住地の保健所の指示に従い、自己の健康状

態を把握するとともに、速やかに所属長に連絡する。所属長は、職員が発

症した場合と同様に人事担当課に連絡を行う。  

③ 濃厚接触者で発症せずに１４日間が経過し、検査の結果「陰性」が確認さ

れ、もしくは、医師等から感染の可能性がないと診断された職員は所属長

に報告し、人事担当課の承認を得て出勤する。  
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第９ 受託事業者との協議 

 

（１）施設の指定管理者 

① 指定管理者制度による運営を行っている施設については、指定管理者が適

切に指定管理業務を実施できるよう、適宜、指定管理者に業務継続及び施

設閉鎖に関する市の方針を指定管理者に対して情報提供する。  

② 施設における感染予防･感染拡大防止策、指定管理業務従事者の安全対策

を徹底し、業務継続のための体制と環境の整備に関し協力を要請する。  

 

  （２）業務の受託事業者  

① 市は業務を継続するため、庁内情報システムの管理運用、庁舎管理、警備、

清掃業務、消耗品等、必要なサービスや資機材を継続して確保する。  

② 上記事項を達成するため、業務継続に必要なサービスや資機材を提供する

事業者に対し、事業継続に向けた協力を要請する。また、必要に応じ契約

内容や履行期限の変更等について協議する。  

③ 中断する業務については、発注の中止及び延期、すでに発注した業務の取

り消し等について協議する。  
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（別紙）通常業務優先評価一覧表 


